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建築協定とその実践の紹介～横浜、大阪の例の中心として 

池田雄二 

序 

１ 建築協定の制度概要 

２ 建築協定の沿革 

  (1)建築基準法以前の建築統制 

  (2)建築法草案起草 

  (3)建築基準法起草 

  (4)法制局における建築基準法案審査 

  (5)GHQによる修正勧告 

  (6)国会における建築基準法案審議 

   (Ⅰ)建築協定の趣旨 

   (Ⅱ)建築協定の民主性 

   (Ⅲ)建築協定締結定足数 

２ 建築協定の動態 

 

序 

 建築基準法は全国一律最低限の建築基準を定める。しかしそれを上回る基準を一定範囲

のコミュニティで定める建築協定という制度が建築基準法第４章において用意されている

（建築基準法第４章）。建築協定を定めるためには市町村特別区の条例で建築協定を定める

ことが必要である。建築協定は主として建築基準法ではカバーできないコミュニティにお

ける伝統的景観や住環境の維持等を目的として締結される。本報告では建築協定制度の概

要と制度上の限界、そしてその限界の枠内での実際の運用例について紹介する。 

 

１．建築協定制度の制度概要 

(1)目的（第 69 条1） 

 
1「（建築協定の目的） 

第六十九条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度

に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合におい

ては、土地の所有者及び借地権を有する者（土地区画整理法第九十八条第一項（大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、
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 建築協定は「住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の

利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため」に締結される。 

 

(2)要件 

協定締結権者 

協定の目的となっている土地の所有者及び借地権を有する者（第 69 条）。 

 

協定可能地域 

 市町村特別区の条例（建築協定条例）で定めた一定の区域＝建築協定区域（第 69 条、

第 70 条第１項）。 

 

締結事項 

位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準（第 69 条）。 

 

手続 

建築協定書作成：建築協定を締結しようとする協定締結権者が建築物基準、有効期間、

違反に対する自主的措置（第 70 条第１項2）を定める←全員合意が必要（同第３項） 

 
第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。）の規

定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権

を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。）が当該土地について一定の区域を定め、その区域内

における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定（以

下「建築協定」という。）を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。 

（建築協定の認可の申請） 

第七十条 １ 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつて

いる土地の区域（以下「建築協定区域」という。）、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反

があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを特定行政庁に提出し、

その認可を受けなければならない。 

３ 第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該

建築協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地に

あつては、当該土地に対応する従前の土地）に借地権の目的となつている土地がある場合においては、

当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。」 
2「２ 前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域内の土地の

うち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることにより建築物の利用の増

進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土

地の所有者等が希望するもの（以下「建築協定区域隣接地」という。）を定めることができる。 

４ 第一項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市

町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。」 
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↓ 

認可申請 

↓長は 20 日以上の期間を定めて関係人に縦覧（第 71 条3） 

長は関係人の出頭を求めて意見聴取（第 72 条4） 

↓ 

特定行政庁は認可要件に合致するか審査（第 73 条第 1 項第１号ないし第３号） 

↓合致 

特定行政庁の認可（第 70 条第１項） 

 

(3)効力 

新土地所有者等への効力 

 建築協定が発効した後に土地所有者等の変更があっても、新権利者は自動的に協定の加

入者となる（第 75 条5）。 

 

借家権者への効力 

 建築協定における建物の基準が借家権を持つ者の建物に関わる場合にはその借家権者は

建築協定締結者とされる→協定強制（第 77 条6）7 

 

(4)違反に対する措置 

 
3「（申請に係る建築協定の公告） 

第七十一条 市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合におい

ては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなけ

ればならない。」 
4「（公開による意見の聴取） 

第七十二条 第一項 市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見

の聴取を行わなければならない。」 
5「（建築協定の効力） 

第七十五条 第七十三条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の公告（次条に

おいて「建築協定の認可等の公告」という。）のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当

該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者（当該建築協定について第七十条第三項又はこれを準用

する第七十四条第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）に

対しても、その効力があるものとする。」 
6「（建築物の借主の地位） 

第七十七条 建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合におい

ては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。」 
7建設省建築指導課長編・後掲・「建築協定」。 
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政府解釈・多数説8：民事訴訟による措置以外に手段がない。 

∵建築協定は私法上の契約＝建築関連法令ではない→建築確認（建築基準法第 6 条9）の対

象ではない。違反建築物除却命令(第 9 条10)は出せない 

 

(5)協定の変更 

 協定を変更する場合、土地所有者等の全員の同意が必要である（第 74条11→第 70条③）。 

 

(6)協定の廃止 

 協定を廃止する場合、土地所有者等の過半数の同意が必要である（第 76 条12）。 

 

２ 建築協定の沿革 

市街地建築物法（大正８年法律第 37 号）時代 

・小さな一定地域の土地所有者等が自治組織による建築物基準 

←成功したが欠点も：権利制限の申し合わせ程度で不安定で永続性がない 

 
8建設省建築指導課長編・後掲・「建築協定」。 
9「（建築物の建築等に関する申請及び確認）  

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（〔略〕）、これらの建

築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しよ

うとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこ

れに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は

建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）

に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付

を受けなければならない。〔以下略〕」。 
10「（違反建築物に対する措置） 

第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した

建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人（請負工

事の下請人を含む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しく

は占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是

正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」 
11「第七十四条 建築協定区域内における土地の所有者等（当該建築協定の効力が及ばない者を除く。）

は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期

間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨

を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。 

２ 前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。」  
12「（建築協定の廃止） 

第七十六条 建築協定区域内の土地の所有者等（当該建築協定の効力が及ばない者を除く。）は、第七十

三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意

をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。  

２ 特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。」 
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↓ 

安定性と実行性の確保が課題 

 

臨時建築制限令（1946） 

背景：敗戦による社会秩序の混乱から不法建築が横行 

 

市街地建築物法復活（1948） 

戦中、効力が停止されていた。 

←建築家や都市計画家が考える都市計画制度としては不十分13。 

 

建築法草案起草（1946～）14 

新しい建築法制定の動きが始まる（1946） 

↓満州国建築局長笠原敏郎、建築行政伊東五郎等が中心 

草案完成15（年末。12 月 8 日建築局監督課承認）。第 10 章が建築協定制度 

現行法との相違点は 

・締結と変更が土地所有者等の 2/3 の同意で可能（第 88 条16） cf.現行法は全員同意 

・協定違反に対して地方長官が是正命令を出せる（第 89 条17） 

↓ 

GHQ が建築統制を国が直接やるように指令し、全勢力をそちらに注ぐため沙汰止み 

 
13石田・後掲・237－238 頁。 
14 以下の詳しい経緯は小宮賢一・上・後掲・44-45 頁。 
15石田・後掲・237－238 頁。建築法草案は、建築学会建築計画委員会建築規準小委員会編・後掲・163 頁以下

に全文の収録がある。 
16 第 88 条 第１項 都市計画区域内における一定区域の土地所有者又は借地権者は、その区域内の総

面積の三分の二以上に当る土地の所有者及び借地権者の同意を得て、地方長官の認可を受け、この法律

又はこの法律に基づいて発する命令に定める事項の外、その区域内において建築する建築物の位置、形

態、意匠、構造設備について、協定（以下、建築協定といふ。）をすることができる。 

第２項 前項の認可があったときは、その区域内の土地所有者及び借地権者は、すべて、其の建築協定

に加ったものとする。建築協定を変更又は廃止しようとするときは、当該区域内の土地の総面積の三分

の二以上に当る土地所有者及び借地権者の合意を以て地方長官に申請して、その認可を受けなければな

らない。 

17 第 89 条 地方長官は、建築協定のある区域内において、その建築協定に違反して建築物を建築する

者がある場合において、必要があると認めるときは、その者に対しては、その協定に従うべきことを命

ずることができる。 
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↓ 

建築基準法起草開始（1949 年 6 月）18 

↓ 

建築基準法案完成（1950 年 1 月）→法務省法制意見長官へ提出・審査（1 か月間）19→建

築主事と建築協定は保留  

∵ ・建築主事：地方公共団体首長から独立した機関をおくべきではない 

・建築協定：協定区域内土地所有者等を拘束し、市町村条例制定権を侵害する 

←市町村条例で建築協定を締結できることを定めた場合に限って建築協定を締結できる

（現行）20。 

・協定締結は全員同意（第 69 条。建築法草案 2/3） 

←街のボスが無理な協定を締結させることを防ぐため21 

↓ 

GHQ 修正勧告＝建築主事を市町村にも置けるようにせよ→修正22。 

↓ 

国会審議（1950 年 4 月～5 月） 

・衆議院：特に反対論なし 

・参議院：多少の時間はかかったが、通過 

↓ 

公布（5 月 24 日） 

 

３．建築協定運用の実践 

(1)紛争事例23 成功事例も多数あるが、是正失敗や妥協事例も多い。民事訴訟は稀 

 

【事例 1】用途規制違反（米店の開業）24 

 
18小宮・中・後掲・46－49 頁。 
19小宮・下・後掲・50-53 頁。 
20小宮・下・後掲・53-55 頁。 
21国会会議検索システム・後掲・衆議院建設委員会第 33 号 29 頁。 
22小宮・下・後掲・55 頁。 
23長谷川（貴）・後掲。建築協定が争われた事例につき、同・後掲・59 頁以下。個別具体的な建築協定援用事例

につき、120 頁以下。 
24長谷川貴陽史「建築協定とその運用～制度と紛争事例」ヘスティアとクリオ６号（2007 年）28-29 頁。 
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事実関係 

①（発端）建築協定上、個人専用住宅および医院併用住宅のみが許される建築協定区域内

で米店が開業されたとして争われた。店側は「店舗ではなく倉庫である」と主張したが、

漂う精米の騒音や臭気は隣人からみれば米店そのものだった。そのため、隣人が自治会、

運営委員会、市役所に相談し、紛争になった。  

②（対応）自治会と運営委員会から店主へ猶予付是正請求がなされた。しかし是正がなさ

れることはなかった。そこで運営委員会および自治会は質問状を店主に送付し、また自治

会報で違反の事実を公表した。これに対して米店側も弁護士をつけて「現代版の村八分」、

職業選択の自由の侵害等を根拠として共同不法行為であるとの主張をした。一方で運営委

員会側も協定区域内の弁護士から法的アドバイスを受ける等をし、「米屋を営業したいので

あれば、なぜ建築協定地区に開店したのか」等と反論した。 

結果 

 米店はシャッターを下ろした状態で控え目に、そしてまたある程度住環境に配慮した営

業を続けている。 

 

【事例 2】軒高規制違反25 

事実関係 

①（発端）建築協定では軒高 6.5m 以下という規制があった。建築主の西側隣人、次いで

北側隣人が軒高規制違反を運営委員会に通報したことがきっかけで運営委員会が建築主側

に事情をきいた。その結果、軒高違反が発覚した。 

②（対応）建築工事完了後、運営委員会が軒高の実測を建築主に要求した。しかし拒絶さ

れた。そこで運営委員会は協定加入者総会を開催し、多数決で訴訟提起の是非を審議した。

しかし建築主は総会直前に、協定加入者らに対して「訴訟提起に賛成しないで下さい、わ

れわれは精一杯やっています」等と主張した反対ビラをまいたことが原因か、総会は定足

数に達せず、流会した。 

数ヵ月後、建築主が軒高測定を認めたので、運営委員会は土地家屋調査士を雇い、実測

したところ、12.2cm 違反していた。その後、運営委員会は建築主に繰り返し是正請求をし

た。しかし建築主は「もうこれ以上できません」と返答するばかりだった。そこで運営委

 
25長谷川２・後掲・29 頁。 
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員会は総会を開催した。 

結果 

裁判をしない決議となった。 

 

【事例 3】穴抜け区画における調整池開発26 

事実関係 

①（発端） 土地所有権者である開発業者が建築協定の穴抜け区画で調整池の開発を計画

した。具体的な開発計画は、池の上に蓋をするように人工地盤を設置し、そこに数軒の一

戸建住宅を建設するというものだった。同種の開発事例は横浜市内各地にあった。開発完

了後の人工地盤の下は空洞になるが、業者によれば、建物は阪神淡路大震災級の地震にも

耐え得るし、横浜市の雨水処理施設整備後は、「遊水池」の機能は不要となり、空洞は住宅

購入者が地下室として利用できる。しかし周辺戸建住宅居住者が反対した。 

②（対応）建築協定運営委員会には、類似紛争の経験もあり、委員に宅建免許保持者もい

たので、穴抜け区画の開発が合法であることを理解していた。そこで運営委員会は条件闘

争にした方が有利と判断し、住民を説得した上で業者と交渉した。交渉に用いたのは、協

定地区の自治会が作成した「穴抜け区画も協定区画と同一の規準を遵守せよ」というガイ

ドラインだった。強制力はないが、「自治会員はこのガイドラインを守っているのだから従

ってくれ」、と説得した。その際に運営委員会が提示した条件は主として以下の 4 点であ

る。①現状の建築協定地区の最低敷地面積である 165 ㎡未満に敷地を分割しない。②遊水

池上の区画の購入者を自治会及び建築協定に加入させる。③遊水池と隣地との間に一定の

距離を設ける。④人工地盤の高さを道路面の高さとほぼ等しくする。 

結果 

業者は、開発成功を PR したかったため、交渉費用を嫌い、①ないし③に合意し、④に

も配慮した。③について業者は、隣地との間に遊歩道を設け、これを自治会に贈与した。

分譲区画の一部は近隣住民も購入し、円満解決。 

 

【事例 4】用途規制違反・医院兼住宅の開業27 

①（発端） 建築協定地区は第一種低層住宅専用地域であり、専用住宅以外では「専用住

 
26長谷川２・後掲・29-30 頁。 
27筆者が直接相談を受けた事案である。 
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宅および医院〔･･･〕併用住宅」（以下医院併用住宅）以外の建築を認めていない（以下で

はこの制限を本件用途制限とする）。ところが建築主株式会社 A が医院併用住宅の建築協

定新築事前届けを運営委員会に提出した。これに対して運営委員会は建築主に次の２点を

理由に併用住宅として不適合であることを A に伝えた。(1)株式会社は医業を行うことが

できない。(2)住宅部分が延べ面積の 50％以下なので併用住宅として不適合。なお協定に

は住宅部分を 50％以上とする定めはなかった。 

②（対応） 運営委員会は横浜市担当部門や不動産会社等と話し合った。ところが不適合

通告から半年以上経った頃に A は工事を始めた。翌月、運営委員会は A 側と話し合った。

運営委員会は、住宅部分を 50％以上とする根拠について建築基準法施行令第 130条の 328（）

を援用し、違反是正を請求した。これに対して A 側は独自の解釈と反論し、争った。そこ

で運営委員会は行政の担当部門、弁護士、法学者に相談した。しかし運営委員会の主張す

る(1)について行政の担当部門は株式会社を使って診療所を建てることを行政として規制

することは困難との判断を示した。また(2)について弁護士は、建築協定において住宅部分

を 50％以上と明記する他の地域の建築協定と本件協定第 11 条との違いを指摘し、協定違

反の証拠を示す必要を指摘しないと、工事差止は困難と見解を示した。法学者も、協定第

11 条をこれまでの協定の運用実態等の慣習法の成立を主張することによって内容を補充

しないと、裁判で差止を認めさせることは困難とした。 

結果 

自治会から医院開院後の交通量増加、プライヴァシー等の安全対策、環境維持および保全

等について A に意見要望を提出した。A は自治会定例会において意見要望に対して一定の

配慮をすると説明した。 

 

(2)ポイント 

・違反事例が生じてからでは完全な是正は困難（事例１、２、４）。 

・町内会との連携が効果的な場合がある（事例１、３、４） 

 
28 建築基準法第 48 条及び別表第二（い）二を受け、第一種低層住居専用地域で建築できる事務所や日

用品店、理髪店その他について定める。居住部分 1/2 以上でなければならない。医療機関は別表第二（い）

八で元々建築が認められており、居住部分の下限は無い。協定で居住部分 1/2 以上と規制をするならば、

協定に明記する必要があったと考えられる。 



約 1時間 

 10 

・専門家の関与が重要（全事例）。京都市には専門家派遣制度がある29。 

←事例３は「自治会だったから言うことを聞いたのであって、住民が個別に反対をしても

意に介さなかった」という30。 

・何が協定違反となるかは明確でなければならない（事例４） 

 

建築協定違反が建築確認の際に審査されれば良いし、そういう学説も少なくないが、一

方で某運営委員会委員の次のようなコメントが興味深い。 

 

「違反強行に翻弄されていて強制力のない建築協定は不完全な制度に見えますが、地域

における自治の在り方を将来的に先取りをしているのかもしれません。 

不備な制度を別の観点から見ると、私法（紳士協定）を守れるほど関係者の意識が成長

すれば法的規制に頼らない成長した人間社会が期待できます。そのことを示唆しているの

かも知れません。 

そしてこのトラブルを通して、関連している人たちが将来の社会の在り方を試されてい

るのかも知れません。 

〔･･･〕違反強行を受けて協定地区内の人間関係が賛成反対でもめたり、争いになったり

することにならないよう努めたいと思います。協定内の住宅の資産価値より、住みやすい

人間関係の価値がとても大切ではないかと案じている毎日です。」。 

 

(3)大阪府建築協定地区連絡協議会の営み 

建築協定地区連絡協議会とは：建築協定運営委員会が 相互に連絡を取り合い 情報交換、

普及啓発活動を行うことにより 建築協定の円滑な運営、有効な活用を図り 良好な環境を

維持増進することを目的として設立されている。大阪府の他に横浜市、名古屋市、京都市、

神戸市、福岡市の５都市にある。 

 

活動内容 

・幹事会：月 1 回程度。活動報告や活動計画等について 

・総会（年１回）、研修会（年 1 回）：各地区運営委員会幹事等との情報交換、顧問等によ

 
29京都市建築協定連絡協議会・建築協定だより・49 号・後掲。 
30長谷川２・後掲・30 頁。 
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る啓発活動等 

 

研修会の様子。ボランティア学生が内容書取 

・各地区運営委員会への補助事業：資金援助や助言 

・まちなみ魅趣覧：表章制度。良好な住環境を実現している協定地区に訪問し、評価し、

表章する  

 

府建築協定地区連絡協議会幹事を訪問先運営委員会幹事が案内中。道路も広く、敷地面積もゆったりしている。 
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